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第 24期 第 17回 北広島市農業委員会総会議事録 

 

令和 3年 11月 30日（火）13時 30分、第 17回北広島市農業委員会総会を北広島市役所 5階議場に

招集する。 

 

１  議事日程 

日程第 1  議事録署名委員の指名 

日程第 2  会期の決定 

日程第 3  報告第 1号  現況証明願による専決処分について 

日程第 4  報告第 2号  農地法第 3条の 3の届出による専決処分について 

日程第 5  議案第 1号  現況証明願について 

日程第 6   議案第 2号  農用地利用集積計画の決定について 

日程第 7  議案第 3号  現地調査委員の指名について 

日程第 8   その他 諸報告 

 

２ 応招委員  1番 茶木 義行 委員  2番 宮北  輝 委員   3番 佐藤 芳之介 委員 

4番 佐々木 珠惠 委員 5番 安宅 一夫 委員  6番 塚本 能信 委員   

7番 三戸  修 委員 

 

３ 農地利用最適化推進委員出席者  阿部 知博 委員 坂本 勝則 委員 田村 智幸 委員  

山田 智美 委員 

 

４ 欠席委員  森越 信幸 委員 

 

５ 事務局出席者  事務局長 及川 浩司  事務局次長 遠藤 智  主査  武山 伍織 

５ 事務局出席者  主査   土居 裕之  主事  門間 亮太   主事  伊藤 雄真 

４ 事務局出席者   

 

（開会宣言  13時 30分） 
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議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

事 務 局 

議 長 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

事 務 局 

議 長 

 

宮 北 委 員 

事 務 局 

 

 

 

議 長 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

事 務 局 

議 長 

 

茶 木 委 員 

 

 

 

＜日程第 1：「議事録署名委員の指名」＞ 

日程第 1、「議事録署名委員の指名」を行います。本日の署名委員として総会規則第 14条

の規定により 6番 塚本委員、1番 茶木委員、以上 2名を指名いたします。 

 

＜日程第 2：「会期の決定」＞ 

日程第 2、「会期の決定について」お諮りいたします。本会議の会期は、令和 3年 11月 30

日、本日 1日と決したいと思います。ご異議ございませんか。 

（「異議なし。」の声） 

ご異議なしと認めます。会期は本日 1日と決しました｡ 

 

＜日程第 3：報告第 1号「現況証明願による専決処分について」＞ 

報告第 1号「現況証明願による専決処分について」を議題といたします。事務局から、報

告案件の朗読をお願いいたします。 

（報告案件朗読） 

報告案件の朗読が終わりました。これより質疑を行います。 

（「質疑なし。」の声） 

 質疑なしと認めます。報告第 1 号は、報告のとおり承認することにご異議ございません

か。 

（「異議なし。」の声） 

ご異議なしと認めます。報告第 1号は、報告のとおり承認することに決しました。 

 

＜日程第 4：報告第 2号「農地法第 3条の 3の届出による専決処分について」＞ 

報告第 2号「農地法第 3条の 3の届出による専決処分について」を議題といたします。事

務局から、報告案件の朗読をお願いいたします。 

（報告案件朗読） 

報告案件の朗読が終わりました。これより質疑を行います。何かございませんか。宮北委

員どうぞ。 

現在の使用状況を教えてください。 

番号 1につきましては、道央農業振興公社経由で○○○の○○○○○○○○○○に貸付け

ている状況でございます。また全ての土地ではなく、一部は親族での管理をしているところ

でございます。続きまして、番号 2につきましてでございますが、道央農業振興公社経由で

○○○○○○○○○○と○○の○○○○に貸付けております。以上です。 

他に何かございませんか。 

（「質疑なし。」の声） 

質疑なしと認めます。報告第 2 号は、報告のとおり承認することにご異議ございません

か。 

（「異議なし。」の声） 

ご異議なしと認めます。報告第 2号は、報告のとおり承認することに決しました。 

 

＜日程第 5：議案第 1号「現況証明願について」＞ 

議案第 1号「現況証明願について」を議題といたします。事務局から、議案の朗読をお願

いいたします。 

（議案朗読） 

議案の朗読が終わりました。この案件につきましては、現地調査委員会による現地調査が

実施されていますので、茶木委員長より調査結果の報告をお願い致します。 

 令和 3年 11月 15日、現況証明願による現地調査を三戸委員、佐藤委員、私の 3名で実施

しましたので、結果についてご報告いたします。 

番号 1、○○○○○願出地ですが、場所は○○○○○、○○○○○を○○○○○へ進み、

○○○○○○○の 350ｍ手前左に位置する土地が 1筆、同じく○○○○○から○○○○○へ
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議 長 
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議 長 
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事務局次長 

 

 

 

 

 

 

進み、○○○○○を右折し、右手に位置する土地が 2筆でございます。これらの土地につい

ては平成 23年度及び平成 28年度に耕作放棄地全体調査等により非農地通知書が発出され、

昭和 45年度及び平成元年度には農地法第 4条の許可を受けている土地であります。 

現地の状況は、非農地と判断された当時と変わっていないことと、許可申請どおりの利用が

されていることを確認し、「非農地」と認定いたしました。以上、現地調査結果報告といたし

ます。 

ご苦労様でした。それでは質疑を行います。何かございませんか。 

（「質疑なし。」の声） 

質疑なしと認めます。議案第 1号は提案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

（「異議なし。」の声） 

ご異議なしと認めます。議案第 1号は、提案のとおり決定いたしました。 

 

＜日程第 6：議案第 2号「農用地利用集積計画の決定について」＞ 

議案第 2号「農用地利用集積計画の決定について」を議題といたします。事務局から、議

案の朗読をお願いいたします。 

（議案朗読） 

議案の朗読が終わりました。これより質疑を行います。質疑ございませんか。 

（「質疑なし。」の声） 

質疑なしと認めます。議案第 2 号は、提案のとおり決定することにご異議ございません

か。 

（「異議なし。」の声） 

ご異議なしと認めます。議案第 2号は、提案のとおり決定いたしました。 

 

＜日程第 7：議案第 3号「現地調査委員の指名について」＞ 

議案第 3号「現地調査委員の指名について」を議題といたします。現地調査委員の指名に

つきましては、現況証明事務処理規程第 5 条の規定により、私から指名いたします。4 番 

佐々木委員、5番 安宅委員、6番 塚本委員、調査補充委員として、7番 三戸委員を指名

いたします。 

 

＜日程第 8：「その他、諸報告について」＞ 

 諸報告を行います。事務局から発言を求められておりますので、これを許します。 

それでは、諸報告を行います。1点目、次回の第 18回農業委員会総会につきましては、令

和 3年 12月 23日木曜日、午後 4時 00分から北広島市役所 5階議場で予定をしております。

2点目、会長と事務局の動静報告についてでございます。10月・11月につきましては記載の

とおりでございます。12 月につきましては、21 日木曜日に北海道農業会議第 9 回常設審議

委員会午後 1 時 30 分から第二水産ビルで予定されております。会長に出席していただきた

いと考えております。23日につきましては、先ほど申し上げました通り農業委員会総会を実

施いたします。なお、市の行事でございますが 11月 26日から 12月 17日まで令和 3年度第

4 回定例会が開催されます。3 点目でございます。次回現地調査委員会の日程につきまして

は、現在受付期間外のためこの場におきましては日程調整を行わないこととしております。

4点目でございます。令和 3年度農地利用状況調査の結果報告について事務局担当より報告

いたします。 

それでは、私の方から、本年度の農地利用状況調査につきまして、ご報告いたします。資

料として、Ａ4 版用紙の結果報告書とＡ3 版の図面を用意していますが、まずは結果報告書

をご覧ください。 

本調査は、本年の 8月より開始しましたが、事務局で判断がつきかねる農地については、

10月に委員の皆様に現場を見ていただいて、最終的に決定したものです。本年度の農地利用

状況調査では、市内全ての農地約 2293.7haを調査いたしました。その結果、「問題なし」が

全体の 97.5％で 2236.3ha、「1号遊休農地」、再生利用が可能な農地のことですが、これは全
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議 長 

体の 0.9％で 20.4ha、「2 号遊休農地」は該当なしとなりました。なお、「2 号遊休農地」と

は、周辺地域の農地に比べて利用の程度が著しく劣っている農地のことですが、本市ではこ

れまでも該当がなかった農地であります。結果的に、令和 3 年度の遊休農地面積は 20.4ha

となります。また、今回の調査で、全体の 1.6％である 37haが「非農地」として判断された

ところであります。よって、この 37 haの土地は、来年度の調査対象から外れることになり

ます。数字だけの説明では、イメージが掴みづらいと思いますので、Ａ3版の図面をご覧く

ださい。青色で示したところが「問題なし」の農地で、オレンジ色が「1号遊休農地」、赤色

の部分が「非農地」となります。再度、結果報告書に戻りますが、参考までに一番下の表に

昨年度の結果を記載しております。そもそも分類方法が本年度から変わっておりますので、

比較ができませんことから、便宜的に、昨年度の調査結果を本年度の調査要領に基づいて作

成した表を中段に載せています。「問題なし」が昨年度より増えていますが、その主な要因

は、注釈に記載しているとおり、種苗管理センター北海道中央農場の農地を今回調査対象に

加えたことによるものです。また、「1号遊休農地」が昨年度よりも減っていますが、これは

農地として利用されるようになったということではなく、「非農地」にしたことが主な要因

です。 

本年度の報告は以上ですが、今回、「1号遊休農地」と判断された農地の所有者に対しまし

ては、すでに利用意向調査を実施しており、回答がすでにいくつか返ってきています。今後、

回答内容を整理しまして、地区担当委員の皆様と相談させていただきながら、売買又は賃貸

の希望者を探す形となります。また、自分で利用するとの回答が来たものは、半年後をめど

に現地を確認することとなります。なお、「非農地」と判断された農地の所有者に対しまし

ては、11月上旬に非農地通知書を発送しております。 

最後にお願いになりますけれども、農業委員、推進委員の皆様には、ご自身の地区の状況

はもとより、他地区の状況を把握いただき、遊休農地を発生させないよう目を光らせていた

だきたいと思います。よろしくお願いします。私からの報告は、以上です。 

委員の皆さまから何かございませんか。なければ以上をもちまして第 17 回北広島市農業

委員会総会を閉会といたします。ご苦労様でした。 
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（閉会宣言 14 時 00 分） 

 

 

 以上、総会議事を記録し、正確を期するためここに署名する。 

 

 

令和  年  月  日   

 

 

 

    

議 長 

  

署 名               

 

議事録署名委員 

 

   番 

 

署 名 

 

議事録署名委員  

 

   番 

 

署 名 

 

 


